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プログラム

説明内容：

Ⅰ 公的年金制度の概要

Ⅱ 保険料について

Ⅲ 手続きの方法（７届書 解説）

Ⅳ 事業主・事務担当者の皆さまが知っておくべきこと・知ってもらいたいこと

～よくあるご質問のQ＆A～



Ⅰ 公的年金制度の概要
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基礎年金の
1/2は国庫

公的年金は「世代と世代の支え合い」
（世代間扶養）

老齢年金
約4,014万人

遺族年金
約682万人

障害年金
約236万人
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現役世代 約6,744 万人（保険料）

（注）人数は令和4年度末時点の数値です。



公的年金における事業主の役割
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現役世代 約6,744 万人（保険料）

届出・保管

納付

事業主

・入社（取得）、退社（喪失）、被扶養者の有無などを、
期日までに、日本年金機構へ届出を行う必要があります。
（例）資格取得届：5日以内（厚生年金保険法施行規則第15条）

月額変更届：速やかに（同19条）

・上記届出した書類を、その完結の日から二年間保存する必要があります。
（厚生年金保険法施行規則第28条/健康保険法第34条）

・日本年金機構から調査にかかる書類提出を求められた際は、
提出する必要があります。（厚生年金保険法第100条第1項）

・事業所（会社）の従業員（被保険者）から正しく控除（天引）し通知する。

・納付期限までに、保険料を納める。

事業主が、正当な理由がなく上記条文の規定に違反した際は、
厚生年金法第102条に定めた罰則が適用される場合があります。

厚生年金法第27条
厚生年金法第100条第1項

厚生年金法第29条2項
厚生年金法第82条２項

厚生年金法第100条第1項



Ⅱ 保険料について
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事業主が日本年金機構に納める「保険料等」
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納付（支払い）

○ 厚生年金保険料

○ 健康保険料（協会けんぽの場合）

○ 介護保険料

○ 子ども・子育て拠出金

事業主

事業所（会社）

の代表者

被保険者負担割合 事業主負担割合

厚生年金保険料 保険料額の2分の１（労使折半） 保険料額の2分の１（労使折半）

健康保険料 保険料額の2分の１（労使折半） 保険料額の2分の１（労使折半）

介護保険料 保険料額の2分の１（労使折半） 保険料額の2分の１（労使折半）

子ども・子育て拠出金 負担なし 金額の全額（全額事業主負担）
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基礎知識「標準報酬月額」と「標準賞与額」

○報酬とは
原則として事業主が労働の対償として被保険者に支給するすべてのもの。

労働の対償ではないもの、労働の対償であっても臨時的なものは報酬等に該当しません。

＜事務手続き 7P＞

通貨によるもの 現物によるもの

標準報酬月額
の対象となるもの

基本給（月給、日給、時間給など）、
通勤手当、残業手当、役職手当、皆勤
手当、家族手当、住宅手当、年４回以
上支給される賞与など

通勤定期券、自社製品、
被服（勤務服でないもの）、
食事、社宅、寮など

標準賞与額
の対象となるもの

賞与、年３回以下支給される期末手当、
寒冷地手当など

現物で支給される賞与など

通貨によるもの 現物によるもの

標準報酬月額・標準

賞与額の対象とな
らないもの

大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職
金、出張旅費、仕事上の交際費、慶弔
費など

勤務服（制服、作業着な
ど）、見舞品、生産施設の
一部である住居など
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Aさん（22歳）

基礎知識「標準報酬月額」

報酬計￥215,000

基本給： ￥190,000
通勤手当：￥25,000

○標準報酬月額とは

保険料や給付を計算するために定められた報酬の区分のこと。
保険料額表

標準報酬月額 ￥220,000
健保 18等級 厚年15等級
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Aさん（22歳）

基礎知識「標準賞与額」

賞与支給額￥560,800

賞与： ￥500,000
自社製品：￥60,800

○標準賞与額とは

賞与支給額の1000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」といいます。

健康保険は年度（4月1日～翌年3月31日）累計573万円、厚生年金保険は1か月あたり150万円が上限。

保険料額表

標準賞与額 ￥560,000
健保・厚年等級はありません

千円未満を切り捨て

￥560,000

健康保険・厚生年金保険の上限額
を超えていないことを確認

1回目
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基礎知識「標準報酬月額」と「標準賞与額」

POINT

○「報酬の範囲」について確認しましょう
⇒標準報酬月額の対象となるもの・ならないものについて把握しましょう。
⇒現物給与（物品によるもの）でも標準報酬月額の対象となることを確認しましょう。

○「標準報酬月額の決め方」について確認しましょう
⇒「健康保険・厚生年金保険 標準報酬月額及び保険料額表」の見方を確認しましょう。

○「標準賞与額の決め方」について確認しましょう
⇒「健康保険・厚生年金保険の上限額」と「標準賞与額の求め方」を確認しましょう。

○ 「標準報酬月額の決定・改定」について確認しましょう
⇒標準報酬月額が、決定・改定される種類を確認しましょう。

＜事務手続き 7P＞



厚生年金保険の保険料は、毎月の給与（標準報酬月額）と
賞与（標準賞与額）に共通の保険料率をかけて計算され、
事業主と被保険者とが半分ずつ負担します。

保険料の種類 保険料額の計算方法

毎月の保険料額 標準報酬月額×保険料率

賞与の保険料額 標準賞与額×保険料率

被保険者が資格を取得した月から資格を喪失した月の前月まで
保険料が発生します。 月単位での保険料であり、

日割り等はありません。

保険料

11



保険料計算及び保険料控除額計算は下記の式のとおりです。ほ
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（被保険者ごとの）

標準報酬月額
又は

標準賞与額

（各種）

保険料率
（被保険者ごとの各種）

保険料額

（被保険者ごとの各種）

保険料控除額

1

2

（被保険者ごとの各種）

保険料額

保険料額計算（保険料控除額計算）

全国健康保険協会管掌健康保険 厚生年金保険 子ども・子育て拠出金

各都道府県別に決定
（介護保険料含む） 18.3/100（18.3％） 0.36/100（0.36％）

※ 40歳以上65歳未満の被保険者は、健康保険の保険料に介護保険料を上乗せした保険料を
合わせて負担します。

＜事務手続き 22P＞



保険料額計算及び保険料控除額計算は下記の式のとおりです。ほ
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保険料額計算（保険料控除額計算） ＜事務手続き 22P＞

（被保険者ごとの）

標準報酬月額
又は

標準賞与額

（各種）

保険料率
（被保険者ごとの各種）

保険料額
（被保険者ごとの各種）

保険料控除額
1

2

標準報酬月額

220,000
健保18等級 厚年15等級

Aさん（22歳）

保険料率

厚生年金保険 18.3％

健康保険 10.11％

保険料額

厚生年金保険 ￥40,260

健康保険 ￥22,242

1

2

保険料控除額

厚生年金保険 ￥20,130

健康保険 ￥11,121

健康保険料率は協会けんぽ宮城支部

標準賞与額

560,000

保険料率

厚生年金保険 18.3％

健康保険 10.11％

保険料額

厚生年金保険 ￥102,480

健康保険 ￥56,616

1

2

保険料控除額

厚生年金保険 ￥51,240

健康保険 ￥28,3081回目

健康保険料率は協会けんぽ宮城支部

計算例
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保険料額計算（保険料控除額計算）

POINT
○「保険料の額」「標準賞与額に対する保険料」について

⇒給与・賞与（年３回以下）について、保険料が発生することを確認しましょう。

○「保険料の端数計算に伴う事業主負担」について
⇒保険料控除額に１円未満の端数が生じた場合の端数処理について確認しましょう。

○ 「介護保険第2号被保険者の保険料」について
⇒被保険者の年齢により、控除されるものがあることを確認しましょう。

○「賞与支払届の留意事項」「産前産後休業・育児休業等期間中の保険料」について
⇒保険料賦課の対象とならないものを確認しましょう。

＜事務手続き 22P＞

年齢による控除 40歳未満 40歳以上
60歳未満

60歳以上
65歳未満

65歳以上
70歳未満

70歳以上
75歳未満

75歳以上

健康保険料 ○ ○ ○ ○ ○ ×

厚生年金保険料 ○ ○ ○ ○ × ×

介護保険料 × ○ ○ × × ×

○…控除要
×…控除不要



月初

日
本
年
金
機
構

保
険
料
計
算
日

保
険
料
告
知

各月

10～15日頃

各月

20日頃

標準報酬月額
（全体）確定
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日本年金機構の保険料額計算と納入告知書

事業所の全被保険者（会社の全従業員）分の各種保険料が一括で請求されます。
保険料計算日以降に、当月の保険料納付期限までに納付いただく金額を確認できます。

口座振替を行っている場合

「保険料納入告知額・
領収済額通知書」

口座振替を設定していない場合

「納入告知書」
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納付期限（事業主負担額の追加）

（全被保険者の各種）

保険料控除額 事業主負担額
納入告知書

合計額

被保険者負担割合

厚生年金保険料
保険料額の2分の１

（労使折半）

健康保険料
（協会けんぽ）

保険料額の2分の１
（労使折半）

介護保険料
保険料額の2分の１

（労使折半）

子ども子育て拠出金 負担なし

事業主負担割合

厚生年金保険料
保険料額の2分の１

（労使折半）

健康保険料
（協会けんぽ）

保険料額の2分の１
（労使折半）

介護保険料
保険料額の2分の１

（労使折半）

子ども子育て拠出金
金額の全額

（全額事業主負担）

保
険
料
納
付

末日

事業主は毎月の給料および賞与から被保険者負担分の保険料を差し引き、事業主負担分の保険料と合わ
せて、翌月の末日までに納めていただきます。

（例：4月分保険料の納付期限は5月末日です。）
※月末が土・日・祝日の場合は翌月の始めの営業日が納付期限となります。

納
付
期
限
ま
で
に
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保険料納付方法

① 金融機関の窓口で納付

② Pay-easy（電子納付）

③ 口座振替

Pay-easyの番号

注：
コンビニエンス
ストアでは
支払えません

保
険
料
納
付

口座振替は事前に申請書にて
申し込みが必要です

・金融機関設置のATM
・インターネットバンキング
・モバイルバンキング 等



Ⅲ 手続きの方法（７届書 解説）
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事業主が日本年金機構に届ける「届書」
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届出・保管

事業主

届出頻度の高い７つの届書を
覚えていきましょう。

・入社（取得）、退社（喪失）、被扶養者の有無などを、
期日までに、日本年金機構へ届出を行う必要があります。
（例）資格取得届：5日以内（厚生年金保険法施行規則第15条）

月額変更届：速やかに（同19条）

・上記届出した書類を、その完結の日から2年間保存する必要があります。
（厚生年金保険法施行規則第28条/健康保険法第34条）

・日本年金機構より調査にかかる書類提出を求められた際は、
提出する必要があります。（厚生年金保険法第100条第1項）
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７つの届書とは

５．算定基礎届

６．月額変更届

４．賞与支払届・賞与不支給報告書

１．被保険者資格取得届

２．被扶養者（異動）届

３．被保険者資格喪失届

＜事務手続き 23P～25P＞

＜事務手続き 26P～27P＞

＜事務手続き 28P～29P＞

＜事務手続き 5P～8P＞

＜事務手続き 14P～18P＞

＜事務手続き 9P～13P＞

届書用紙は日本年金機構ホームページからダウンロードすることができます。
また、「電子媒体（CD・DVD）」、「電子申請」にて届出をすることもできます。

届書の説明を行う前に、基礎知識（事業所整理記号）について説明します。

７．育児休業等取得者申出書 ＜事務手続き 34P～36P＞
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基礎知識「事業所整理記号・番号」

○事業所整理記号・事業所番号とは

事業所１つ１つに割り振られた事業所管理のための記号。

届書用紙提出のためには記入が必須。

事業所整理記号 例

4 3 - イ ロ ハ

4 5 - A B C D

事業所番号 例

0 1 2 3 4

1 1 1 1 1

電話等での問い合わせの際にも必要です。必ず管理・把握してください。

この「提出者記入欄」は
すべての届書にあります。
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１．被保険者資格取得届 ＜事務手続き 5P～8P＞

入社、臨時雇用などのため適用除外（対象
外）だった人がそうでなくなったときなど、
健康保険・厚生年金保険に加入するとき、又
は70歳以上被用者に該当したときの届出。

①被保険者（従業員）が事業所（会社）に使用されるに至った

（入社した）とき

②臨時雇用などのため適用除外（対象外）だった人が、

そうでなくなったとき

※入社後、試用期間が設けられている場合でも、入社日から

被保険者となります。

提出時期：当該事実があった日から5日以内



協会けんぽ管掌の事業所の場合、
「資格確認書発行要否」欄に✔を
入れていただくと

⇒協会けんぽから
「資格確認書」が交付されます。

⇒扶養者がいる場合
次にご説明する「被扶養者（異

動）届」を併せてご提出ください。

【Pick Up!】
令和4年4月以降、年金手帳に代わり、基礎年金番号通知書が被保険者

本人の住所へ送付されます。

１．被保険者資格取得届 ＜事務手続き 5P～8P＞

マイナンバー（個人番号）を記入
する場合、住所の記入は不要です。

氏名の正しいフリガナを記入を
忘れずにお願いします。

備考欄の要件に該当する場合は
〇印のつけ忘れにご注意ください
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適用事業所に常時使用される人は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく※一定の条件を除いて、すべて被保険者と
なります。
※事業主も含まれます。
70歳以上の方は、原則、健康保険のみ加入します。

パートタイマー・アルバイト等、名称に関わらず、1週間の所定労働時間かつ1か月の所定労働日数が
常時雇用者の４分の３以上である場合は、被保険者となります。

例えば・・・

正社員の勤務形態
1週間の所定労働時間が40時間（8時～17時）×3/4
1か月の所定労働日数が20日の事業所×3/4

パートタイマーの勤務形態
1週間の所定労働時間が30時間（8時～15時）
1か月の所定労働日数が15日

社会保険の加入が必要です
（試用期間中であっても加入が必要）

4分の3要件に満たない場合でも、国・地方公共団体および特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、
一定の要件を満たす場合は被保険者となります。

雇用契約書の有無等とは関係なく、労務の対償として給料や
賃金を受けるという使用関係が常用的であること
※従業員が年金受給者の場合も同様です。

外国人の社員は、適用除外（日々雇い入れられる場合）に該当しない限り、被保険者となります。
※技術導入などのために外国企業から派遣されてきた外国人社員は被保険者となりません

１．被保険者資格取得届 ＜事務手続き 5P～8P＞

24
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１．被保険者資格取得届

POINT

○「被保険者」について確認しましょう

⇒自身の会社の従業員が、届出の対象となるかは必ず確認してください。

○「マイナンバー（個人番号）の記入」について確認しましょう

○ 資格取得時の本人確認をしましょう

○「70歳以上の被保険者」について確認しましょう

○「被保険者への通知」について確認しましょう

⇒健康保険が協会けんぽ以外の場合は、別途お手続きが必要となります。

⇒「基礎年金番号通知書」が事業所へ送付されたら、必ず従業員（被保険者）

へ手渡しください。

＜事務手続き 5P＞

＜事務手続き 5P＞

＜事務手続き 6P＞
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２．被扶養者（異動）届 ＜事務手続き 14P～18P＞

①家族を被扶養者にするとき

②被扶養者となっている家族に異動があった

とき

③被扶養者の届出事項に変更があったとき

の届出。

提出時期：当該事実があった日から5日以内



２．被扶養者（異動）届 ＜事務手続き 14P～18P＞

入社した方など、事業所に勤務し
ている本人について記入する欄

事業所に勤務している方の

配偶者を

扶養にする際に記入する欄

事業所に勤務している方の

配偶者以外の家族を

扶養にする際に記入する欄

27



扶養認定を受ける方が所得税法上の控除対象
配偶者・扶養親族であることを確認した場合、
「確認」を〇で囲んでください。

✔

今後1年間の年間収入見込み額を記入して
ください。

２．被扶養者（異動）届 ＜事務手続き 14P～18P＞

家族を被扶養者にするとき
住民票や戸籍謄（抄）本は、提出日からさか
のぼって90日以内に発行されたものを提出
してください。ただし、下記のいずれにも該
当する場合は省略可能です。

①被保険者と被扶養者の双方のマイナンバー
②戸籍謄本等で被保険者と被扶養者の続柄を

確認した上で、備考の続柄確認済欄に✔が
ある

家族を扶養にする際は「１.該当」に〇印
を忘れずに記入してください。✔ 28
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２．被扶養者（異動）届

POINT
○「被扶養者の範囲」について

⇒同居（同一世帯）が条件となる続柄の方を確認しましょう。

○「生計維持関係」について
⇒同居（同一世帯）の有無や年齢・障害の程度により条件が異なること
を確認しましょう。

○ 「被扶養者の国内居住要件」について
⇒国内居住要件と例外について確認しましょう。

○「被扶養者の届出」について確認しましょう。
⇒扶養となる場合だけでなく、扶養から外れる場合や扶養者の内容変更
にも使用する届出用紙であることを確認しましょう。

○被扶養者のマイナンバーを確認しましょう。

＜事務手続き 16P＞

＜事務手続き 15P＞

＜事務手続き 16P＞
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３．被保険者資格喪失届

退職、死亡、75歳到達など、
健康保険、厚生年金保険の被保険者資格を
失ったときの届出。

主な提出契機
①被保険者（従業員）の退職
②被保険者（従業員）の死亡
③被保険者（従業員）が70歳（75歳）に到達

提出時期：当該事実があった日から5日以内

添付書類：健康保険管掌が協会けんぽの場合

①資格確認書（有効期限内である場合）

②健康保険被保険者証（本人・被扶養者分）

③高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受療証、

健康保険限度額適用・標準負担額認定証

※いずれも、交付されている場合のみ

＜事務手続き 9P～13P＞



従業員が退職・死亡したとき

資格を喪失した日をご記入ください。

①被保険者（従業員）の退職
②被保険者（従業員）の死亡
これらの場合は、その翌日が資格喪
失日となります。
提出の際に間違わないように確認を
お願いします。

該当する喪失の理由に〇を付して
ください。

３．被保険者資格喪失届 ＜事務手続き 9P～13P＞

31
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３．被保険者資格喪失届

POINT
○「被保険者資格の喪失」について

⇒資格喪失日が翌日となるもの、当日となるものを確認しましょう。

○「70歳で厚生年金保険の資格を喪失する人」について
⇒70歳に到達し、引き続き勤務を行う従業員がいる場合は、
提出する書類が異なることを確認しましょう。

○ 「被保険者資格喪失届」について
⇒健康保険証・資格確認書の回収・添付について確認しましょう。

○「退職後再雇用した人の取扱い」について
⇒「被保険者資格喪失届」、「被保険者資格取得届」の提出に際し以下の

①、②または③の添付書類が必要になります。
①就業規則、退職辞令の写し（退職日の確認できるもの）
②雇用契約書の写し（継続して雇用されたことがわかる物に限る）
③「退職日」及び「再雇用された日」に関する事業主の証明書

＜事務手続き 9P＞

＜事務手続き 11P＞

＜事務手続き 9P＞

＜事務手続き 5P＞
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４-１．賞与支払届

被保険者及び70歳以上被用者に、賞与を

支払ったときの届出。

提出時期：賞与支払年月日より5日以内

POINT
○「賞与支払届の留意点」について確認しましょう
○日本年金機構に登録している賞与支払予定月に賞与の支払
いがない場合は、「賞与不支給報告書」を提出しましょう。

＜事務手続き 28P～29P＞

＜事務手続き 28P～29P＞



④賞与支払年月日（共通）の記入で、
被保険者欄の④賞与支払年月日は省略
可能です。
（別日に支払われた被保険者の④は記入必須）

⑧備考欄に該当する場合は、〇印を付
けてください。

４-１．賞与支払届 ＜事務手続き 28P～29P＞

別日に支払われた被保険者は、
被保険者欄の④に記入必須

34
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４-２．賞与不支給報告書

被保険者及び70歳以上被用者に、賞与を
支払わなかったときの報告書。

提出時期：賞与支払年月日より5日以内

POINT
○日本年金機構に登録している賞与支払予定月に賞与の支払
いがない場合も報告が必要です。
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５．算定基礎届

毎年1回、被保険者が実際に受ける報酬と、

標準報酬月額が大きくズレないよう、全ての
事業所が被保険者の報酬月額を届け出し、

標準報酬月額を決める（定時決定）ための

届出。

提出時期：毎年 7月1日～7月10日

POINT
○「支払基礎日数の取り扱い」について確認しましょう。
○「提出が不要な人」について確認しましょう。
○ 6月に入ったら、提出の為の準備を始めましょう。

＜事務手続き23～24P＞

＜事務手続き 23P～25P＞
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５．算定基礎届 ＜事務手続き 23P～25P＞

４月・５月・６月に支払われた
給与の基となる、支払基礎日数を
記入します。

時期が近づくと、日本年金機構ホームページ等に記入方法等の
説明が掲載されます。詳細はそちらでご確認ください。

支払基礎日数が17日（短時間労働者の場合は

11日）以上の月の報酬の総計を記入して
ください。

報酬の総計を支払基礎日数が17日
（短時間労働者の場合は11日）以上の月数で
割った、平均額を記入してください。
平均額が該当する標準報酬月額の等級が
改定後の等級になります。
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６．月額変更届

報酬（固定的賃金）が大幅に変わった

（増額・減額）場合に標準報酬月額を変更
するための届出。

提出条件:下記の①～③すべてを満たす場合

①固定的賃金に変動がある

②継続した３か月間の報酬の月額平均に該当する

標準報酬月額と、従前の標準報酬月額を比べて

２等級以上の差が生じている

③継続した３か月間の各月の支払基礎日数が

17日以上（短時間労働者は11日以上）ある

提出時期:月額変更届の対象となる３か月目の給与

支払の後、速やかに

＜事務手続き 26P～27P＞
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６．月額変更届

フローチャート

固定的賃金または
賃金（給与）体系
に変更がありまし
たか？

変動月又は固定的賃金または
賃金（給与）体系に変更が
あった月から継続した３カ月
とも支払基礎日数が17日以上
（短時間労働者は11日以上）
ありましたか？

変動月から継続し
た３カ月間の報酬
の平均月額と従前
の標準報酬月額に
２等級以上の差が
ありますか？

月額変更届
をご提出
ください

Y
E
S

Y
E
S

Y
E
S

月額変更届の提出は必要ありません

NO NO NO

条件① 条件② 条件③

POINT
○「固定的賃金」「非固定的賃金」について確認しましょう。
○「変動月以後継続した３カ月」について確認しましょう。
○「産前産後休業・育児休業等終了時の改定」について確認しましょう。
※該当の場合は届出用紙が異なります。

＜事務手続き 26P～27P＞

＜事務手続き 37P～40P＞



変動後の賃金を支払った月から
4か月目の年月を記入してください。

６．月額変更届 ＜事務手続き 26P～27P＞

40

例えば・・・
4月の給与で昇給し
4月末締め、5月払いの場合、
昇給後の報酬が支払われた
5月が変動月となります。
「⑨支給月」には5,6,7月の報
酬を記入し、
「④改定年月」にはその翌月の
「8月」が入ります。



令和４年１０月から

① 月額保険料

② 賞与保険料

免除

Ｎ月 N+１月

育休期間 ３日

月末

免除されない

免除

Ｎ月 N+１月

育休期間 14日

月末

免除されない

育児休業等期間中の社会保険料の免除とは

育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合
にも免除されます。

育児休業等を１月超（暦日で計算）取得した場合のみ免除されます。

Ｎ月 N+１月

育休期間 ３日

月末

免除
Ｎ月 N+１月月末

Ｎ月の10日～N+1月の24日まで育児休業

免除されない

免除されない

免除されない

41

７．育児休業等取得者申出書 ＜事務手続き 34P～36P＞



改正後の届出様式 届出時における留意点

〇 届出の提出日

同月内に複数回に分けて育児休業等を取得する場合、その月に取得する
最後の育児休業等の届出時にまとめて届出をいただくことが可能です。

※ 育児休業等の終了後１月以内に申出書を提出する場合には、
遅延理由書の添付は不要です。

〇 育児休業等取得日数

育児休業等の開始年月日と終了年月日の翌日が同月内である場合、育児
休業等の日数を記載してください。
※ ③「就労予定日数」は育児休業等の日数に算入されません。

※ 土日等の休日など労務に服さない日も含め、14日以上の日数
が必要です。

※ 同月内に複数回の育児休業等を取得する場合は、合算した日
数を記載してください。

〇 就業予定日数

労働者と事業主の間で事前に調整して就業を行う場合、その日数を記載
してください。
※ 育児休業等取得日数の算定に当たって、就業日数の計算方法

は以下のとおりです。
・日単位の場合はその日数
・時間単位の場合はその時間の合計を一日の所定労働時間

で除した数（１未満の数は切り捨て）

例）就業時間が合計20時間（一日の所定労働時間が
8時間）であった場合、（20÷8＝2.5）となり、
就労予定日数は「２日」となります。

〇 育休等取得内訳

同月内に育休等を複数回取得した場合、取得したそれぞれの育休等の期
間を記載してください。
※ 共通記載欄の⑩「育児休業等取得年月日」には、同月内の

最初に取得した育児休業等の開始年月日、⑪「育児休業等
終了（予定）年月日」には、同月内の最後に取得した育児
休業等の終了年月日を記載してください。

3

4

42

21
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届書の処理が完了すると

事
業
主

日
本
年
金
機
構

済 済 済
各種決定通知書
・資格取得通知書
・資格喪失通知書
・標準報酬決定通知書

など

ご提出いただいた、各種届書の処理が完了すると、日本年金機構から各種通知書が送付されてきま
すので、大切に保管ください。

保管



どんな時に書類を出したらいいかわからないとき

44

日本年金機構のホームページで、ケース別に必要な手続きが確認できます。
手続きに悩んだらホームページをご参照ください。

申請・届出様式

申請・届出様式
（健康保険・厚生
年金保険関係）

健康保険・厚生年金保険
適用関係届書・申請書一覧

ケース別の手続き案内



Ⅳ 事業主・事務担当者の皆さまが知っておくべきこと・知ってもらいたいこと

～よくあるご質問のQ＆A～

45
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口座振替で保険料を納付していて、何らかの事情で引き落とし
出来なかった場合は、どうすれば良いですか？

口座振替できなかった場合、納付書が送付されますので、
それを使用して、金融機関から納付いただくことになります。

納付期限までに納入告知書で支払いができませんでした。この納入
告知書はまだ使えますか？

お手元にある納入告知書は納付期限を超えてもお使いいただけます。

よくある質問① 保険料納付
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督促状（督促指定期限）

保険料納付期限までに保険料を納付できなかった場合は、翌月２０日頃に督促状が発行されます。
督促状内に記載された「指定期限」までに保険料を納付しなかった場合は、履行遅滞に対する損
害賠償の性質を有する「延滞金」が課されますので、ご注意ください。

保
険
料
納
付
期
限

保
険
料
告
知

翌月20日頃 翌月末日頃月末20日頃

延滞金
納付

督
促
状
指
定
期
限

督
促
状

指定期限まで納付されなかった場合
納付期限の翌日まで遡って、延滞金
が課せられます。

翌月10日頃

納付書送付

※口座振替
を利用して
いる事業所
様のみ
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日中は忙しいので、届書を提出する為だけに年金事務所に行くのは
難しいです。郵送だと送付代がかかるし…
ほかに提出方法はないですか？

インターネットを使った電子申請で書類を提出することができます。
電子申請なら、24時間365日提出することが可能です。

便利そうだけど、電子申請の導入にお金がかかるんじゃない？

日本年金機構ホームページから「届書作成プログラム」をダウン
ロードしていただければ、無料で導入することができますよ。

紙代やプリンターのトナー代の節約にもなりそうですね。
詳しく教えてください。

よくある質問② 書類提出方法
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電子申請

電子申請とは、書面やＣＤ・ＤＶＤで行っていた申請・届出を会社や自宅のパソコンからインター
ネットを利用して行えるサービスです。令和２年４月からは、無料で取得可能なＩＤ・パス
ワード（ＧビズＩＤ）で電子申請が可能になりました。

「届書作成プログラム」または、自社システム、労務管理ソフトで申
請データを作成し、電子申請をします。

https://gbiz-id.go.jp

「GビズID」のホームページから「ｇBizIDﾌﾟﾗｲﾑ作成」のボタンをクリックして、
申請書を作成・ダウンロード

必要事項を入力し、作成した申請書と印鑑証明書を「GビズID運用センター」に送付

申請が承認されると、メールが送られてきます（審査に２週間程度要します）

メールに記載されたURLをクリックし、パスワードを設定したら手続き完了！

1

2

3

4

> 届書作成プログラム
「届書作成プログラム」は日本年金機構ホームページ

から無料でダウンロードできます

思ったより簡単ですね。

電子申請での届出が義務の企業も
あります。今から導入しておくこ
とをお勧めします。
専門の手続き用冊子もありますよ。



事業所からの希望登録に応じて、毎月の社会保険料額等の各種情報・通知書を日本年金機構から電子送付するサービスです。
（令和５年１月サービス開始）

各種情報・通知書の内容 メリット

社会保険料額情報 ・月末に納付いただく社会保険料の見込額の情報。 ・郵送される納入告知書、保険料納入告知額･領収済
額通知書が届くよりも早く社会保険料額を知ること
が出来ます。

保険料増減内訳書 ・保険料の増減に該当する被保険者、増減となった理
由及び増減額の情報。

・資格取得届等の提出により、前月と当月の社会保険
料額に増減が生じた場合に、その理由等を知ること
が出来ます。

基本保険料算出内訳書・9月分※の保険料の基礎となる標準報酬月額ごとの
被保険者数等の情報。毎年10月にのみ作成されます。
※毎年7月に提出される算定基礎届が最初に反映される月

・算定基礎届を提出した結果の標準報酬月額毎の人数
を知ることが出来ます。

賞与保険料算出内訳書・被保険者ごとの賞与保険料の情報。
賞与支払届の提出があった場合にのみ作成されます。

・個人毎の賞与に係る保険料額を知ることが出来ます。

被保険者データ ・届書作成プログラム※で簡単に届書を作成するため
の事業所と被保険者の情報。
※日本年金機構が無料で提供している、届書を簡易に作成・申

請できるソフト

・社会保険の手続きを簡易に電子申請することが出来
ます。

保険料納入告知額･
領収済額通知書

（R6.1～）

・社会保険料を口座振替で納付している事業所に対し
て、当月の口座振替額と前月の領収額を通知するも
の。

・毎月、郵送されてくる口座振替額の通知の管理が簡
単になります。

New!!

サービスの概要

事業主のgBizID※により、e-Govから電子送付希望を登録することで、毎月の社会保険料額情報等の各種情報・通知書を定
期的に電子データで受け取れます。

※ 利用申込みは、事業主名義で実施する必要がありますが、e-Govのアカウント間情報共有機能を活用することで、毎月の
閲覧は事業主が指定した担当者が実施することも可能です。

電子申請
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日本年金機構 ホームページ

日本年金機構 Ｘ（旧ツイッター）

https://www.nenkin.go.jp/

＠Nenkin_Kikou
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本日の内容の復習・確認には
「健康保険・厚生年金保険の事務手続きガイド」

動画がおすすめです。

日本年金機構 事務手続きガイド 検索




